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地震などの災害に備えましょう
家具転倒防止器具取付費を補助！
　家具の転倒による人的被害を軽減するため、転倒防止器具を取り付ける事業を実施しています。

お問合せ●総務課交通防災係　☎ 76-2611

お問合せ●住民課住民係　☎ 76-5401

●対象世帯

　次の①から③のいずれかに該当し、世帯全員の町民税が非課税の世帯
　①65歳以上の方で構成される世帯
　②障害者のみで構成される世帯
　③65歳以上の方と障害者で構成される世帯
　※�対象となる障害者は「身体障害者手帳1級または2級の方」「療育手帳の交付を
受けている方」「精神障害者保健福祉手帳1級の方」です。

●工事方法および限度額

　申請に基づき、町が業者委託により取付工事を行います。
　1世帯 1回限りで、工事費用は1万円までが限度となります。

　子育てが終わり、使わなくなった＂こども用品＂を捨てるのはもったいない…
　こんな＂こども用品＂が欲しいけど、新品を買うのも…
　町民の皆さんの気持ちをつなぐための情報交換の場『こども用品 リユース広場』を開設しました。
　現在のリユース情報は、町ホームページ、または子育て支援課窓口でご覧いただけます。

　平日に来庁できない方を対象に、休日や夜間にカード交付を行います。
　なお、休日・夜間窓口は、混雑緩和のため事前の電話予約制とさせていただきます。

●予約
　【予約方法】　　　住民課住民係へ電話予約（☎76-5401）
　【予約受付時間】　平日午前8時 30分～午後5時 15分まで

※交付手続きに必要なものは、予約時のお電話にてご説明します。
※予約受付人数に上限を設けているため、上限に到達次第、受付を
　終了させていただきます。

●休日夜間窓口開設日時

◦利用者は、多古町に住所を有する個人の方に限ります。
◦情報の掲載期間は3カ月です。

●どんなものが掲載できるの？
　学用品、学習机、本棚、衣料品、書籍、ベビー用品、玩具、自転車など高校生までのお子さんが使用できるものです。
●どうやって交渉するの？
　掲載されている品物について、取引の交渉をしたい方は、子育て支援課窓口で「掲載者紹介届」をご記入いただい
たのち、連絡先などをお伝えします。交渉は当事者同士で行っていただきます。

◦申込書の「ゆずります情報」または「探しています情報」のいずれかを記入いただき、子育て支援課窓口、メール、
FAX、または郵送で提出ください。
　申込書は、町ホームページからダウンロードできます。
※「ゆずります情報」にお申し込みする方は、できる限り品物の写真（3枚以内）
　をご提出ください。
写真の提出方法
　�【電子データで提出の場合】メールに添付してお送りいただくか、またはＳＤカードなどに入れて
　子育て支援課に持参ください。
　【プリント写真で提出の場合】Ｌ版程度のものを、子育て支援課に持参ください。

『こども用品 リユース広場』スタート！

マイナンバーカードが休日・夜間にも受け取れます！

昔、多古町に鉄道・駅があった?!
～幻の軽便鉄道展～ 上限

1万円

ご利用にあたって

申　込　方　法

申込・お問合せ●子育て支援課　☎ 76-5412　FAX 76-7144
E-mail：kodomo@town.tako.chiba.jp

「もったいない」を
「ありがとう」に！

開設日 開設時間 予約受付期限

5月 6日（木） 午後5時 15分～ 7時 30分 5月 6日（木）正午まで

5月 20日（木） 午後5時 15分～ 7時 30分 5月 20日（木）正午まで

5月 30日（日） 午前9時～午後5時 5月 28日（金）午後5時 15分まで

　明治末から昭和初めにかけて小さ
な鉄道（軽便鉄道）が存在しました。
　成田から三里塚、多古へと鉄道路
線（多古線）があり、また三里塚から
分岐して八街へと続いていました
（八街支線）。その後、国鉄と同じ線
路幅で、多古から八日市場まで鉄道
路線が延長されました。
　その時代の流れを語りつつ、写真・
説明文・ジオラマ模型・枕木などを
展示します。かつて鉄道が走ってい
た多古町の歴史の一端が垣間見られ
ます。ぜひご覧ください。

展示場所●コミュニティプラザ１階�展示ホール
展示期間●5月 22日（土）～6月 20日（日）

お問合せ●軽便鉄道を考える会　代表 岡野肇　☎ 0476-91-2867
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